
証券コード　3839

2019年６月10日

株 主 各 位
大阪市中央区道修町一丁目６番７号

株式会社ＯＤＫソリューションズ
代表取締役社長 西 井 生 和

第56回定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第56回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年６月25日（火曜日）午
後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2019年６月26日（水曜日）午前10時
２．場 所 大阪市中央区道修町一丁目６番７号

北浜ＭＩＤビル　17階　会議室
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第56期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業
報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第56期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）７名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第６号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額決定の件
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
第８号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限

付株式の付与のための報酬決定の件
４．招集にあたっての決定事項

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名
を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する
書面の提出が必要となりますのでご了承ください。

以　上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

◎法令及び当社定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項については、当社ウ
ェブサイト（http://www.odk.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知
の提供書面には記載しておりません。本招集ご通知の提供書面は、監査報告を
作成するに際し、監査役が監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類、
会計監査人が監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

①事業報告の「主要な事業内容」「主要な事業所」「会計監査人に関する事
項」「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」

②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた
場合は、当社ウェブサイト（http://www.odk.co.jp/）に掲載させていただきます。

◎当日は、軽装（クールビズ）にて対応させていただきます。株主の皆様におか
れましても軽装にてご出席くださいますようお願い申しあげます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（ 2018年４月１日から
2019年３月31日まで ）

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による各種政策を背景とし

て、一部に弱さが残るものの、雇用・所得環境に改善が見られ緩やかな回

復基調が続いておりますが、米中貿易摩擦をはじめとした海外経済におけ

る不確実性の高まり等もあり先行きは不透明な状況にあります。一方、情

報サービス産業においては、売上高増加基調が続いており、回復基調の継

続が期待されております。〔経済産業省特定サービス産業動態統計（2019

年２月分確報）より〕

このような環境下、当社グループにおきましては、「ＯＤＫを次のステ

ージへ」を中期経営計画（2018～2020年度）の目標とし、「ＡＩサービス、

ＨＲテックサービスの提供」「教育改革対応、医療業務拡大、本支店機能・

インフラの最適化」「自動化・アウトソース推進、能力開発・スキル向上」

を本年度の重点課題として様々な施策に取組んでまいりました。

重点課題における本年度の施策として、教育業務関連で学校法人への多

様なソリューション提案やＵＣＡＲＯⓇの登録者数の拡大を目的として新

たに２社と協業いたしました。現在ＵＣＡＲＯⓇにおいては大学受験生が

メインユーザとなっておりますが、協業により受験準備段階の新たなユー

ザ層を獲得することと並行し、教育改革への対応や将来のデータビジネス

創出に向けた体制を整え、継続して競争優位性を高めてまいります。

また、医療業務では電子カルテ導入・開発支援が本格化いたしましたが、

担当部署として医療システム課を新設したことが、当該事業拡大の大きな

契機となっております。

その他、生産性向上・コア業務へのリソースシフトのため、執務室・機

械室の区画見直しや社内インフラの最適化といったハード面の整備をすす

めるとともに、アウトソーシング活用やＲＰＡ（ロボティック・プロセス・

オートメーション）導入を実現しております。また、本年度は、削減され
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た時間外勤務手当を社員へ還元する制度を導入いたしました。当制度によ

り働き方改革への参画意識をより高め、健康経営の実効性をより高めてま

いります。

当連結会計年度につきましては、ＵＣＡＲＯⓇの拡販を積極的にすすめ

導入校数を16校増やしたほか、マイナンバー業務受託社数を25社としてお

ります。大学入試業務における処理志願者数は前年比13.6%増の約123万人

となりました。業績としては、教育業務における新規受託や処理件数増、

証券総合システムSENS21の新規ユーザ運用開始、臨床事業に係るシステム

開発・運用業務等により、売上高は5,337,969千円（前年同期比 9.0%増）

となりました。また、教育業務における新規受託や処理件数増、臨床事業

に係るシステム開発・運用業務による支払手数料の増加等があったものの、

売上高の増加等により営業利益は571,317千円（同 56.1%増）となりまし

た。保険解約返戻金及び受取配当金の増加等により経常利益は613,344千

円（同 58.4%増）、投資有価証券評価損を計上したこと等により親会社株

主に帰属する当期純利益は307,543千円（同 18.9%増）となりました。

事業別の売上高の状況は次のとおりであります。

事　業　別 当連結会計年度（千円） 前年同期比（％）

シ ス テ ム 運 用 事 業 4,828,131 10.4

シ ス テ ム 開 発 及 び 保 守 事 業 509,508 △1.1

機 械 販 売 事 業 330 △96.6

合　　　計 5,337,969 9.0

　　　[システム運用事業]

教育業務における新規受託や処理件数増、証券総合システムSENS21の新

規ユーザ運用開始等により、4,828,131千円（前年同期比 10.4%増）となり

ました。

[システム開発及び保守事業]

臨床事業に係るシステム開発等があったものの、金融業務における開発

案件の剥落や子会社における保守支援案件の剥落等により、509,508千円

（同 1.1%減）となりました。
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[機械販売事業]

一般事業法人向けライセンス販売の剥落等により、330千円（同 96.6%

減）となりました。

②　設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資は総額257,301千円で、その主な内容

は、Watch21サーバリプレース機器及びAS400サーバリプレース機器等であ

ります。

③　資金調達の状況

　該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

区分
第 53 期

(2016年３月期)
第 54 期

(2017年３月期)
第 55 期

(2018年３月期)

第 56 期
(当連結会計年度)
(2019年３月期)

売 上 高
 （千円）

3,486,567 4,311,959 4,898,519 5,337,969

経 常 利 益
 （千円）

136,908 183,545 387,169 613,344

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

 （千円）
67,333 121,277 258,645 307,543

１株当たり当期純利益
 （円）

9.22 16.21 33.90 37.59

総 資 産
 （千円）

5,840,868 6,473,628 7,184,946 7,158,084

純 資 産
 （千円）

3,974,381 4,158,948 4,813,538 5,052,004

１株当たり純資産額
 （円）

544.44 547.23 590.62 616.25

②　当社の財産及び損益の状況

区分
第 53 期

(2016年３月期)
第 54 期

(2017年３月期)
第 55 期

(2018年３月期)

第 56 期
(当事業年度)

(2019年３月期)

売 上 高
 （千円）

3,343,719 4,148,414 4,748,840 5,254,788

経 常 利 益
 （千円）

125,225 164,703 380,077 607,961

当 期 純 利 益
 （千円）

65,810 115,161 259,213 309,605

１株当たり当期純利益
 （円）

9.02 15.39 33.97 37.84

総 資 産
 （千円）

5,902,686 6,518,639 7,229,703 7,202,593

純 資 産
 （千円）

4,031,115 4,209,566 4,864,724 5,105,253

１株当たり純資産額
 （円）

552.21 553.89 596.90 622.75

（注)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成

30年２月16日）等を当連結会計年度及び当事業年度の期首から適用しており

ますが、財産及び損益の状況に影響はありません。
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(3) 対処すべき課題

　情報サービス業界においては、人工知能（ＡＩ）やＩｏＴの技術は普及段

階にすすみ、様々なサービスにおいて活用されはじめ、企業のＩＴ投資の需

要も高まっております。加えて、政府の取組みとして、「教育ＩＣＴ化」に

向けた環境整備をすすめており、積極的なＩＣＴの活用が想定されておりま

す。このような社会機運の高まりを受け、当社としても急速なイノベーショ

ンに対応すべく、最先端の技術領域に積極的に取組んでまいります。

　当社は、急激な環境変化の中、前年度に続き増収増益を達成いたしました。

これは主力業務の増収が主因ではありますが、生産性向上・コア業務へのリ

ソースシフトのための、社内インフラ最適化といったハード面の整備やアウ

トソーシング等の積極活用による効果も影響していると考えております。削

減された時間外勤務手当を社員へ還元する制度も導入しており、働き方改革

への参画意識をより高め、健康経営の実効性をより高めてまいります。

　今後は引続き情報処理アウトソーシングを主力としつつ、新規領域におけ

る収益基盤を拡大してまいります。そのために、ＡＩ・データサービスの提

供を重点課題の１つとし、アライアンスやＭ＆Ａを活用しつつ企画・戦略機

能を強化し、将来の主力業務を早急に創出してまいります。当社の長年培っ

てきたノウハウと新規領域をうまく融合させ、当社ならではの業務を拡大す

るとともに、より一層のブランド力向上を図り、次のステージへ飛躍してま

いります。

　学校法人向けサービスにおいては、新規受託が着実に増加しております。

また、ＵＣＡＲＯⓇの積極的なプロモーションを行っており、入試業界にお

ける代表的なプラットフォームとしての立ち位置を確立してまいります。ま

た、外部リソースの有効活用をすすめ、収益性のさらなる向上を目指してま

いります。

　証券会社向けサービスでは、証券総合システムSENS21を中心に、不公正売

買監視システムWatch21とほふりシステムを付随システムに位置づけ、基盤共

通化や体制整備等をすすめ、より有効な提案をしてまいります。また、証券

業界においても制度改革が予定されております。これを好機と考え、戦略的

営業展開をすすめることにより、受託増を目指してまりいます。

　医療関連業務では、医療システム課を新設しております。システム運用業

務のみならず医療システム開発案件の受託拡大を目指しており、着実なノウ

ハウ蓄積に努めてまいります。
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(4) 従業員の状況（2019年３月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減

142（118) 名 △3（10) 名

（注）人材派遣会社からの派遣社員等は、（　）内に外数で記載しております。

②　当社の従業員の状況

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

133（114) 名 △2（9) 名 41.5歳 13.9年

（注）１．人材派遣会社からの派遣社員等は、（　）内に外数で記載しております。

２．平均年齢及び平均勤続年数は、他社からの出向者を除いて算出しております。

(5) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 な 事 業 内 容

株式会社エフプラス 百万円 ％
金融機関向けシステム及び総合教
育関連企業向けシステムの開発・保
守・運用事業50 100

(6) 主要な借入先の状況（2019年３月31日現在）

借　入　先 借　入　金　残　高（千円）

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 140,026

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 139,948

株 式 会 社 り そ な 銀 行 139,948

(7) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．株式の状況（2019年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 32,800,000株

(2) 発行済株式の総数 8,200,000株（自己株式2,032株を含む）

(3) 株主数 1,711名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数（株） 持株比率（％）

株 式 会 社 学 研 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 1,350,000 16.5

株式会社ファルコホールディングス 850,000 10.4

ナ カ バ ヤ シ 株 式 会 社 450,000 5.5

日 本 通 信 紙 株 式 会 社 400,000 4.9

廣 田 証 券 株 式 会 社 300,031 3.7

日 本 シ ス テ ム 技 術 株 式 会 社 300,000 3.7

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 300,000 3.7

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 300,000 3.7

株 式 会 社 り そ な 銀 行 300,000 3.7

Ｏ Ｄ Ｋ 従 業 員 持 株 会 251,900 3.1

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況

　該当事項はありません。
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４．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（2019年３月31日現在）

地　　位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 西 　 井 　 生 　 和 －

代 表 取 締 役
専 務 取 締 役

勝 　 根 　 秀 　 和 株式会社エフプラス代表取締役社長

常 務 取 締 役 森 　 脇 　 博 　 文
事業開発部長、情報管理室担当
株式会社エフプラス取締役

取 締 役 吉 　 村 　 美 樹 雄 教育システム部長

取 締 役 杉 　 谷 　 康 　 伸 証券・金融システム部長

取 締 役 作 　 本 　 宜 　 之
企画総務部長
株式会社エフプラス取締役
株式会社リアルグローブ取締役

社 外 取 締 役 川 　 口 　 伸 　 也 エース法律事務所弁護士

常 勤 監 査 役 若 　 林 　 孝 　 治 株式会社エフプラス監査役

社 外 監 査 役 水 　 野 　 武 　 夫 共栄法律事務所弁護士

社 外 監 査 役 藤 　 岡 　 　 　 寛 監査法人ソルシオ公認会計士

（注）１．社外監査役藤岡寛氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。

２．当社は、社外取締役川口伸也氏、社外監査役水野武夫氏及び藤岡寛氏を東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏　　名 退　任　日 退任事由
退 任 時 の 地 位 ・ 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

中庄谷　一　正 2018年６月27日 任期満了
常務取締役
統括(営業)、証券・金融システム部担当

奥　地　　　定 2018年６月27日 任期満了
常務取締役
統括(システム)、情報管理室担当
株式会社エフプラス代表取締役社長

髙　栁　俊　哉 2018年６月27日 任期満了
取締役
企画総務部担当

長　谷　仁　司 2018年６月27日 任期満了
常勤監査役
株式会社エフプラス監査役
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(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区　　　分 支給人員（名） 支給額（千円）

取 締 役 10 94,652

監 査 役 ４ 22,830

合 計 14 117,482

（ う ち 社 外 役 員 ） （３） （7,200）

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　　　２．取締役の報酬限度額は、2006年６月27日開催の第43回定時株主総会において年額

135,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議い

ただいております。また、上記とは別枠で、2018年６月27日開催の第55回定時株主総

会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年額80,000千円以内と決議

いただいております。

　　　３．監査役の報酬限度額は、2006年６月27日開催の第43回定時株主総会において年額

30,000千円以内と決議いただいております。

　　　４．当社は、2009年６月24日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金

制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役（社外役員を

除く。）に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰

労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。

　　　５．報酬等の額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額（取締役６名に

対し3,011千円）が含まれております。

　　　６．当事業年度末現在の取締役は７名（うち社外取締役は１名）、監査役は３名（うち社

外監査役は２名）であります。上記の取締役及び監査役の支給人員数と相違しており

ますのは、2018年６月27日開催の第55回定時株主総会終結の時をもって退任した取締

役３名及び監査役１名が含まれているためであります。
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(4) 社外役員に関する事項

①　重要な兼職先と当社との関係

各社外役員の重要な兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

ａ．取締役会への出席状況

地　位 氏　名
取締役会（11回開催）

出席回数（回） 出席率（％）

社 外 取 締 役 川 口 伸 也 11 100.0

社 外 監 査 役 水 野 武 夫 10 90.9

社 外 監 査 役 藤 岡 　 寛 11 100.0

ｂ．監査役会への出席状況

地　位 氏　名
監査役会（12回開催）

出席回数（回） 出席率（％）

社 外 監 査 役 水 野 武 夫 12 100.0

社 外 監 査 役 藤 岡 　 寛 12 100.0

ｃ．取締役会及び監査役会における発言状況

　社外取締役川口伸也氏は、弁護士としての見識に基づき、社外取締役

として中立的かつ客観的な意見を述べる等、取締役会の意思決定の健全

性の確保に貢献しております。

　社外監査役水野武夫氏は、弁護士としての立場で法令遵守を重視する

見地から意見を述べる等、取締役会の意思決定の公正性、適法性の確保

に貢献しており、監査役会においても、監査の妥当性、適正性を確保す

るための発言を行っております。

　社外監査役藤岡寛氏は、公認会計士として主に財務・会計の見地から

意見を述べる等、取締役会の意思決定の適正性の確保に貢献しており、

監査役会においても、監査の妥当性、適正性を確保するための発言を行

っております。

③　責任限定契約の内容の概要

　当社は、すべての社外取締役及び社外監査役との間に会社法第427条第１

項に基づく責任限定契約を締結しており、当該契約による賠償責任限度額

は同法第425条第１項に定める金額としております。
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連結貸借対照表
（2019年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科　　目 金　額 科　　目 金　額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

仕 掛 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

商 標 権

電 話 加 入 権

施 設 利 用 権

ソフトウェア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

4,532,204

2,439,570

1,985,583

1,580

10,880

72,585

33,794

△11,790

2,625,880

413,101

57,846

114,033

237,859

3,361

500,466

4,054

403,714

12,532

1,391

3,777

500

74,495

1,712,311

1,303,624

42,638

134,624

152,485

78,940

流 動 負 債 1,277,714

買 掛 金 170,157

短 期 借 入 金 209,961

リ ー ス 債 務 111,200

未 払 金 149,689

未 払 費 用 85,016

未 払 法 人 税 等 226,825

預 り 金 9,091

賞 与 引 当 金 128,220

未 払 消 費 税 等 177,133

そ の 他 10,418

固 定 負 債 828,365

長 期 借 入 金 209,961

リ ー ス 債 務 169,300

退職給付に係る負債 449,104

負 債 合 計 2,106,080

純 資 産 の 部

科　　目 金　額

株 主 資 本 4,790,134

資 本 金 637,200

資 本 剰 余 金 692,722

利 益 剰 余 金 3,460,852

自 己 株 式 △640

その他の包括利益累計額 261,870

その他有価証券評価差額金 261,870

純 資 産 合 計 5,052,004

資 産 合 計 7,158,084 負 債 純 資 産 合 計 7,158,084

－ 13 －



連結損益計算書

（ 2018年４月１日から
2019年３月31日まで ）

（単位：千円）

科　　目 金　　額

売 上 高 5,337,969

売 上 原 価 3,797,456

売 上 総 利 益 1,540,513

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

役 員 報 酬 117,482

給 料 手 当 及 び 賞 与 305,839

賞 与 引 当 金 繰 入 額 44,768

法 定 福 利 費 62,210

福 利 厚 生 費 18,171

退 職 給 付 費 用 22,959

賃 借 料 82,124

交 際 費 1,816

広 告 宣 伝 費 23,674

諸 会 費 9,577

水 道 光 熱 費 15,352

減 価 償 却 費 21,627

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,349

の れ ん 償 却 額 16,219

そ の 他 225,022 969,195

営 業 利 益 571,317

営 業 外 収 益

受 取 利 息 474

受 取 配 当 金 22,751

受 取 手 数 料 1,210

保 険 配 当 金 503

投 資 事 業 組 合 運 用 益 1,906

保 険 解 約 返 戻 金 18,122

そ の 他 2,585 47,555

営 業 外 費 用

支 払 利 息 5,509

そ の 他 18 5,528

経 常 利 益 613,344

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 616

事 務 所 移 転 費 用 5,326

投 資 有 価 証 券 評 価 損 97,986 103,929

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 509,414

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 211,013

法 人 税 等 調 整 額 △9,142 201,871

当 期 純 利 益 307,543

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 307,543
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貸　借　対　照　表
（2019年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科　　目 金　額 科　　目 金　額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

仕 掛 品

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

商 標 権

電 話 加 入 権

施 設 利 用 権

ソフトウェア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

4,291,589

2,207,623

1,978,145

1,580

9,927

72,541

18,392

15,169

△11,790

2,911,003

413,000

57,846

113,931

237,859

3,361

527,209

434,512

12,532

1,391

3,777

500

74,495

1,970,793

1,303,624

277,000

42,638

121,682

146,909

78,940

流 動 負 債 1,268,973

買 掛 金 170,038

短 期 借 入 金 209,961

リ ー ス 債 務 111,200

未 払 金 149,919

未 払 費 用 84,388

未 払 法 人 税 等 225,670

預 り 金 8,542

賞 与 引 当 金 122,000

未 払 消 費 税 等 176,834

そ の 他 10,418

固 定 負 債 828,365

長 期 借 入 金 209,961

リ ー ス 債 務 169,300

退 職 給 付 引 当 金 449,104

負 債 合 計 2,097,339

純 資 産 の 部

科　　目 金　額

株 主 資 本 4,843,382

資 本 金 637,200

資 本 剰 余 金 692,722

資 本 準 備 金 607,200

その他資本剰余金 85,522

利 益 剰 余 金 3,514,101

利 益 準 備 金 2,850

その他利益剰余金 3,511,251

別 途 積 立 金 60,000

繰越利益剰余金 3,451,251

自 己 株 式 △640

評価・換算差額等 261,870

その他有価証券評価差額金 261,870

純 資 産 合 計 5,105,253

資 産 合 計 7,202,593 負 債 純 資 産 合 計 7,202,593
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損　益　計　算　書

（ 2018年４月１日から
2019年３月31日まで ）

（単位：千円）

科　　目 金　　額

売 上 高 5,254,788

売 上 原 価 3,746,437

売 上 総 利 益 1,508,351

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

役 員 報 酬 117,482

給 料 手 当 及 び 賞 与 310,912

賞 与 引 当 金 繰 入 額 44,080

法 定 福 利 費 61,300

福 利 厚 生 費 17,952

退 職 給 付 費 用 22,959

賃 借 料 74,701

交 際 費 1,816

広 告 宣 伝 費 23,674

諸 会 費 9,577

水 道 光 熱 費 14,866

減 価 償 却 費 21,601

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,349

そ の 他 219,073 942,347

営 業 利 益 566,003

営 業 外 収 益

受 取 利 息 117

有 価 証 券 利 息 355

受 取 配 当 金 22,751

受 取 手 数 料 1,210

保 険 配 当 金 503

投 資 事 業 組 合 運 用 益 1,906

保 険 解 約 返 戻 金 18,122

そ の 他 2,518 47,485

営 業 外 費 用

支 払 利 息 5,509

そ の 他 18 5,528

経 常 利 益 607,961

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 616

事 務 所 移 転 費 用 5,326

投 資 有 価 証 券 評 価 損 97,986 103,929

税 引 前 当 期 純 利 益 504,031

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 207,975

法 人 税 等 調 整 額 △13,550 194,425

当 期 純 利 益 309,605
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年５月22日

株式会社ＯＤＫソリューションズ

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 金 子 　 一 昭 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 木 村 　 容 子 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＯＤＫソリ

ューションズの2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の連

結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不

正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か

ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国に

おいて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施

することを求めている。
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　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤

謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び

適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも

のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切

な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内

部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用

方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計

算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＯＤＫソリューションズ及び連

結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の

状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 18 －



会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年５月22日

株式会社ＯＤＫソリューションズ

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 金 子 　 一 昭 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 木 村 　 容 子 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＯＤ

Ｋソリューションズの2018年４月１日から2019年３月31日までの第56期事業

年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにあ

る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附

属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を

整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か

ら計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査

法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査

証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断によ

り、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリス

クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に

ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその

附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検

討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附

属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第56期事業年度

の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、

審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思

疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下

の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要

な決裁書類等を閲覧し、本社及び東京支店等において業務及び財産の

状況を調査いたしました。また、子会社については、常勤監査役が監

査役を兼務するほか子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図

り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保

するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３

項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基

づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び

使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、

必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告

に係る内部統制については、取締役等及び会計監査人から当該内部統

制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
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況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計

監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質

管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して

いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。

２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び

取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人　EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

　会計監査人　EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

2019年５月29日

株式会社ＯＤＫソリューションズ　監査役会

常 勤 監 査 役 若 林 孝 治 

社 外 監 査 役 水 野 武 夫 

社 外 監 査 役 藤 岡 　 寛 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　第56期の期末配当金につきましては、株主様への継続的な利益還元を念頭

に、年10円の安定的な配当を堅持するとの基本方針に基づき、以下のとおり

といたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

　金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金５円　総額40,989,840円

　　なお、既にお支払しております中間配当金５円を含めました当期の年

間配当金は、１株につき金10円となります。

③　剰余金の配当が効力を生ずる日

　2019年６月27日
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第２号議案から第８号議案までに共通するご参考事項

　当社は、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実と経営のさらなる効率化

を図るため、監査等委員会設置会社へ移行したいと存じます。本総会における第

２号議案から第８号議案までの議案は、いずれも当該移行に関連するものですの

で、これらを提案するにあたり、監査等委員会設置会社の特徴及び当社が監査等

委員会設置会社への移行を選択する理由について、ご説明申しあげます。

監査等委員会設置会社の特徴

　監査等委員会設置会社では、監査役及び監査役会に代わり、監査等委員

である取締役３人以上で構成され、その過半数を社外取締役が占める監査

等委員会が設置されます。

　監査等委員である取締役は、監査役とは異なり、取締役会における議決

権を有し、取締役（監査等委員であるものを除く。）の選解任議案の決定

や代表取締役の選定・解職、その他業務執行の決定全般に関与することが

できます。加えて、監査等委員会は、監査等委員でない取締役の選解任や

報酬について、株主総会で意見を述べる権限を有していることなどにより、

監査等委員会設置会社においては業務執行者に対する監督機能が強化され

ているといえます。

　また、監査等委員会設置会社においては、定款の規定に基づき、取締役

会の決議をもって、会社法第399条の13第５項各号に定める事項以外の重要

な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができます。

これにより、執行と監督を分離できることから、監督の実効性をより高め

ることが可能になると考えております。

監査等委員会設置会社へ移行する理由

　当社は、2019年４月26日に公表いたしました「2019～2021年中期経営計

画」において、「ガバナンス強化」を基本戦略の１つとしております。上

述のような特徴を備えた監査等委員会設置会社に移行することにより、経

営の健全性と透明性の向上を図り、さらなる企業価値向上を目指したいと

考えております。
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第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　取締役会において議決権のある監査等委員である取締役を置くことによ

り、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層

の充実と経営のさらなる効率化を図るため、監査役設置会社から監査等委

員会設置会社へ移行いたします。

　これにともない、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規

定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うも

のであります。

　また、併せて和暦表記を西暦に改め、分かりやすい定款とするものであ

ります。

２．変更の内容

　変更の内容は、次のとおりであります。

　なお、本議案に係る定款変更は、本総会終結の時をもって、効力を生じ

るものといたします。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款 変 更 案

（機関）

第４条　当会社は、株主総会及び取締役の

ほか、次の機関を置く。

　　（１）取締役会

　　（２）監査役

　　（３）監査役会

　　（４）会計監査人

（機関）

第４条　当会社は、株主総会及び取締役の

ほか、次の機関を置く。

　　（１）取締役会

　　（２）監査等委員会

（削除）

　　（３）会計監査人

（員数）

第20条　当会社の取締役は、９名以内とす

る。

（新　設）

（員数）

第20条　当会社の取締役（監査等委員であ

るものを除く。）は、９名以内と

する。

　　２　当会社の監査等委員である取締役

は、３名以内とする。

（選任方法）

第21条　取締役は、株主総会において選任

する。

　　２　　　 （条文省略）

　　３　　　 （条文省略）

（選任方法）

第21条　取締役は、監査等委員である取締

役とそれ以外の取締役とを区別し

て、株主総会において選任する。

　　２　　　 （現行どおり）

　　３　　　 （現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案

（任期）

第22条　取締役の任期は、選任後２年以内

に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の

時までとする。

　　２　増員又は補欠として選任された取

締役の任期は、他の在任取締役の

任期の満了する時までとする。

（新　設）

（新　設）

（任期）

第22条　取締役（監査等委員であるものを

除く。）の任期は、選任後１年以

内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会終結

の時までとする。

　　２　監査等委員である取締役の任期

は、選任後２年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会終結の時までとす

る。

　　３　任期の満了前に退任した監査等委

員である取締役の補欠として選任

された監査等委員である取締役の

任期は、退任した監査等委員であ

る取締役の任期の満了する時まで

とする。

　　４　補欠の監査等委員である取締役の

予選の効力は、当該選任のあった

株主総会の決議後２年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の開始の時ま

でとする。

（代表取締役及び役付取締役）

第23条　取締役会は、その決議によって代

表取締役を選定する。

　　２　取締役会は、その決議によって取

締役会長、取締役社長各１名、専

務取締役、常務取締役各若干名を

選定することができる。

（代表取締役及び役付取締役）

第23条　取締役会は、取締役（監査等委員

であるものを除く。）の中から、

その決議によって代表取締役を選

定する。

　　２　取締役会は、取締役（監査等委員

であるものを除く。）の中から、

その決議によって取締役会長、取

締役社長各１名、専務取締役、常

務取締役各若干名を選定すること

ができる。
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現 行 定 款 変 更 案

（取締役会の招集通知）

第26条　取締役会の招集通知は、会日の２

日前までに各取締役及び各監査役

に対して発する。ただし、緊急の

必要があるときは、この期間を短

縮することができる。

　　２　取締役及び監査役全員の同意があ

るときは、招集の手続きを経ない

で取締役会を開催することができ

る。

（取締役会の招集通知）

第26条　取締役会の招集通知は、会日の２

日前までに各取締役に対して発す

る。ただし、緊急の必要があると

きは、この期間を短縮することが

できる。

　　２　取締役全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで取締役会

を開催することができる。

（新　設） （重要な業務執行の決定の委任）

第29条　当会社は、会社法第399条の13第６

項の定めるところに従い、取締役

会の決議をもって、同条第５項各

号に定める事項以外の重要な業務

執行の決定の全部又は一部を取締

役に委任することができる。

第29条

　　　　　　 （条文省略）

第30条

　　　　　　 （現行どおり）

（報酬等）

第30条　取締役の報酬、賞与その他の職務

執行の対価として当会社から受け

る財産上の利益は、株主総会の決

議によって定める。

（報酬等）

第31条　取締役の報酬、賞与その他の職務

執行の対価として当会社から受け

る財産上の利益は、監査等委員で

ある取締役とそれ以外の取締役と

を区別して、株主総会の決議によ

って定める。

第31条

　　　　　　 （条文省略）

第32条

　　　　　　 （現行どおり）

第５章　監査役及び監査役会 第５章　監査等委員会

（員数）

第32条　当会社の監査役は、３名以内とす

る。

（削除）
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現 行 定 款 変 更 案

（選任方法）

第33条　監査役は、株主総会において選任

する。

　　２　監査役の選任決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもっ

て行う。

　　３　当会社は、会社法第329条第３項の

規定により、法令に定める監査役

の員数を欠くことになる場合に備

え、株主総会において補欠監査役

を選任することができる。

　　４　前項の補欠監査役の選任に係る決

議が効力を有する期間は、当該決

議によって短縮されない限り、当

該決議後４年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の開始の時までとす

る。

（削除）

（任期）

第34条　監査役の任期は、選任後４年以内

に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の

時までとする。

　　２　任期の満了前に退任した監査役の

補欠として選任された監査役の任

期は、退任した監査役の任期の満

了する時までとする。ただし、前

条第３項により選任された補欠監

査役が監査役に就任した場合は、

当該補欠監査役としての選任後４

年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会

の終結の時を超えることができな

いものとする。

（削除）
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現 行 定 款 変 更 案

（常勤監査役）

第35条　監査役会は、その決議によって常

勤監査役を選定する。

（常勤の監査等委員）

第33条　監査等委員会は、その決議によっ

て常勤の監査等委員を選定するこ

とができる。

（監査役会の招集通知）

第36条　監査役会の招集通知は、会日の２

日前までに各監査役に対して発す

る。ただし、緊急の必要があると

きは、この期間を短縮することが

できる。

　　２　監査役全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで監査役会

を開催することができる。

（監査等委員会の招集通知）

第34条　監査等委員会の招集通知は、会日

の２日前までに各監査等委員に対

して発する。ただし、緊急の必要

があるときは、この期間を短縮す

ることができる。

　　２　監査等委員全員の同意があるとき

は、招集の手続きを経ないで監査

等委員会を開催することができ

る。

（監査役会の決議方法）

第37条　監査役会の決議は、法令に別段の

定めがある場合を除き、監査役の

過半数をもって行う。

（削除）

（監査役会規程）

第38条　監査役会に関する事項は、法令又

は本定款のほか、監査役会におい

て定める監査役会規程による。

（監査等委員会規程）

第35条　監査等委員会に関する事項は、法

令又は本定款のほか、監査等委員

会において定める監査等委員会規

程による。

（報酬等）

第39条　監査役の報酬、賞与その他の職務

執行の対価として当会社から受け

る財産上の利益は、株主総会の決

議によって定める。

（削除）
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現 行 定 款 変 更 案

（社外監査役の責任免除）

第40条　当会社は、会社法第427条第１項の

規定により、社外監査役との間

に、任務を怠ったことによる損害

賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。ただし、当該契

約に基づく責任の限度額は、法令

が規定する額とする。

（削除）

第41条～第44条

　　　　　　 （条文省略）

第36条～第39条

　　　　　　 （現行どおり）

付　則

（施行年月日）

第１条　本定款は、平成28年６月28日から

改定施行する。

昭和38年４月１日　制定

昭和50年５月28日　改定

平成５年６月29日　改定

平成６年６月29日　改定

平成14年６月27日　改定

平成15年６月26日　改定

平成18年７月１日　改定

平成19年７月１日　改定

平成20年６月26日　改定

平成21年６月24日　改定

平成25年６月26日　改定

平成26年６月25日　改定

平成28年６月28日　改定

付　則

（施行年月日）

第１条　本定款は、2019年６月26日から改

定施行する。

1963年４月１日　制定

1975年５月28日　改定

1993年６月29日　改定

1994年６月29日　改定

2002年６月27日　改定

2003年６月26日　改定

2006年７月１日　改定

2007年７月１日　改定

2008年６月26日　改定

2009年６月24日　改定

2013年６月26日　改定

2014年６月25日　改定

2016年６月28日　改定
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第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）７名選任の件

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、

監査等委員会設置会社へ移行し、取締役全員（７名）は、定款変更の効力発生の

時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において

同じ。）７名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発

生を条件として、効力を生じるものといたします。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 の 数

１

にし

西
い

井
いく

生
かず

和

( 1 9 5 2年 1 1月 2 9日 生 )

1975年４月　大阪証券金融株式会社（現 日本

　　　　　　証券金融株式会社）入社

2001年６月　同社東京支店長

2008年６月　同社取締役資金証券部長

2010年６月　同社常務取締役

2011年６月　当社代表取締役専務取締役

2012年６月　当社代表取締役社長(現任)

21,600株

２

かつ

勝
ね

根
ひで

秀
かず

和

( 1 9 6 2年 ９ 月 1 4日 生 )

1987年４月　当社入社

2009年７月　当社教育システム部 部長

2011年６月　当社総務部長

2012年６月　当社取締役総務部長

2014年７月　当社取締役

　　　　　　教育システム部担当

2015年６月　当社常務取締役

2018年６月　当社代表取締役専務取締役(現任)

＜重要な兼職の状況＞

株式会社エフプラス代表取締役社長

30,300株

３

もり

森
わき

脇
ひろ

博
ふみ

文

( 1 9 6 6年 １ 月 1 8日 生 )

1989年４月　当社入社

2015年４月　当社事業開発部長（現任）

2016年６月　当社取締役

2018年６月　当社常務取締役（現任）

　　　　　　情報管理室担当（現任）

＜重要な兼職の状況＞

株式会社エフプラス取締役

19,900株

４

よし

吉
むら

村
み

美
き

樹
お

雄

( 1 9 6 5年 ５ 月 ２ 日 生 )

1984年４月　株式会社エムシー企画入社

1988年６月　当社入社

2016年７月　当社教育システム部 部長

2018年６月　当社取締役教育システム部長（現任）

12,700株
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 の 数

５

すぎ

杉
たに

谷
やす

康
のぶ

伸

( 1 9 5 9年 ４ 月 2 1日 生 )

1985年４月　コスモ証券株式会社（現 岩井

　　　　　　コスモ証券株式会社）入社

2001年５月　株式会社キャピタル・アセット・

プランニング入社

2006年11月　当社入社

2013年４月　当社証券システム部長

2015年７月　当社証券・金融システム部長

2016年７月　当社証券・金融システム部システ

ム部長

2018年６月　当社取締役証券・金融システム

　　　　　　部長（現任）

22,900株

６

さく

作
もと

本
よし

宜
ゆき

之

( 1 9 7 0年 ３ 月 1 6日 生 )

1992年４月　株式会社髙島屋入社

2006年３月　当社入社

2013年４月　当社総務部 部長

2014年７月　当社総務部長兼事業開発部長

2016年７月　当社企画総務部長

2018年６月　当社取締役企画総務部長（現任）

＜重要な兼職の状況＞

株式会社エフプラス取締役

株式会社リアルグローブ取締役

21,500株

７

かわ

川
ぐち

口
しん

伸
や

也

( 1 9 6 4年 ９ 月 1 0日 生 )

1995年４月　弁護士登録（大阪弁護士会）

2005年９月　エース法律事務所開設

　　　　　　同所弁護士(現任)

2013年６月　当社取締役（現任）

－株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．川口伸也氏は社外取締役候補者であります。

３．社外取締役候補者の選任理由は、以下のとおりであります。

川口伸也氏につきましては、企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士と

して企業法務に明るく、企業統治においても適切かつ効果的に職務を遂行いただけ

るものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同

氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。

４．責任限定契約の内容の概要は、以下のとおりであります。

当社は川口伸也氏との間に会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結して

おり、当該契約による賠償責任限度額は同法第425条第１項に定める金額としており

ます。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の当該契約を継続する予定

であります。

５．当社は、川口伸也氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届

け出ております。
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第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、

監査等委員会設置会社へ移行いたします。

　つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じ

ます。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　また、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発

生を条件として、効力を生じるものといたします。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 の 数

１

わか

若
ばやし

林
こう

孝
じ

治

( 1 9 5 8年 ６ 月 2 5日 生 )

1982年10月　当社入社

2010年６月　当社事業法人システム部長

2011年６月　当社金融システム部長兼事業法人

システム部長

2013年８月　当社証券・金融システム部長

2015年４月　当社教育システム部 部長

2015年７月　当社教育システム部長

2018年６月　当社常勤監査役（現任）

＜重要な兼職の状況＞

株式会社エフプラス監査役

28,100株

２

みず

水
の

野
たけ

武
お

夫

( 1 9 4 1年 1 1月 ７ 日 生)

1964年４月　国税庁入庁

1968年４月　弁護士登録（大阪弁護士会）

1998年５月　共栄法律事務所代表（現任）

2001年４月　大阪弁護士会会長、近畿弁護士会

連合会理事長、日本弁護士連合会

副会長

2007年６月　当社監査役（現任）

－株

３

ふじ

藤
おか

岡
 

　
ひろし

寛

( 1 9 5 1年 ８ 月 ７ 日 生 )

1985年９月　公認会計士登録

1997年７月　監査法人ソルシオ設立

　　　　　　同所代表社員(現任)

2013年６月　当社監査役（現任）

－株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．水野武夫氏及び藤岡寛氏は社外取締役候補者であります。

３．社外取締役候補者の選任理由は、以下のとおりであります。

水野武夫氏につきましては、企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士と

して企業法務に明るく、企業統治においても適切かつ効果的に職務を遂行いただけ
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るものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

藤岡寛氏につきましては、企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士

としての豊富な知識、優れた監査能力を当社のコーポレート・ガバナンス体制にい

かしていただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

４．責任限定契約の内容の概要は、以下のとおりであります。

当社は、水野武夫氏及び藤岡寛氏との間に会社法第427条第１項に基づく責任限定契

約を締結しており、当該契約による賠償責任限度額は同法第425条第１項に定める金

額としております。両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間の当該契約を

締結する予定であります。

５．当社は、水野武夫氏及び藤岡寛氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

同取引所に届け出ております。
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第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、

監査等委員会設置会社へ移行いたします。

　つきましては、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる

場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたい

と存じます。

　なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取

締役会の決議によりその選任を取消すことができるものとさせていただきます。

　また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条

件として、効力を生じるものといたします。

　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

かわ

川
ぐち

口
しん

伸
や

也

( 1 9 6 4 年 ９ 月 1 0 日 生 )

1995年４月　弁護士登録（大阪弁護士会）

2005年９月　エース法律事務所開設

　　　　　　同所弁護士(現任)

2013年６月　当社取締役（現任）

－株

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．川口伸也氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

３．補欠の社外取締役候補者の選任理由は、以下のとおりであります。

川口伸也氏につきましては、企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士と

して企業法務に明るく、企業統治においても適切かつ効果的に職務を遂行いただけ

るものと判断し、補欠の社外取締役としての選任をお願いするものであります。な

お、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年とな

ります。また、川口伸也氏は、第３号議案「取締役（監査等委員であるものを除く。）

７名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、監査等委員以外の取締役に就任

する予定でありますが、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことに

なる場合、監査等委員以外の取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する

予定であります。

４．責任限定契約の内容の概要は、以下のとおりであります。

当社は川口伸也氏との間に会社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結して

おり、当該契約による賠償責任限度額は同法第425条第１項に定める金額としており

ます。同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏との間の当該契

約を締結する予定であります。

５．当社は、川口伸也氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届

け出ております。
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第６号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額決定の件

　当社の取締役の報酬限度額は、2006年６月27日開催の第43回定時株主総会にお

いて年額135,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな

い。）と決議いただいております。

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、

監査等委員会設置会社へ移行いたします。

　つきましては、現在の取締役の報酬限度額に関する定めを廃止し、取締役（監

査等委員であるものを除く。）の報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、

年額135,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）

と定め、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議

によることといたしたいと存じます。

　現在の取締役は７名（うち社外取締役１名）でありますが、第２号議案「定款

一部変更の件」及び第３号議案「取締役（監査等委員であるものを除く。）７名

選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員であるものを

除く。）は７名（うち社外取締役１名）となります。

　なお、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発

生を条件として、効力を生じるものといたします。
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第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、

監査等委員会設置会社へ移行いたします。

　つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を、経済情勢等諸般の事情も

考慮して、年額30,000千円以内と定め、各取締役に対する具体的金額、支給の時

期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によることといたしたいと存じま

す。

　第２号議案「定款一部変更の件」及び第４号議案「監査等委員である取締役３

名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は３名

となります。

　なお、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発

生を条件として、効力を生じるものといたします。
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第８号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式

の付与のための報酬決定の件

　当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式を付与するため

に支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、2018年６月27日開催の第55回定時

株主総会において年額80,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給

与は含まない。）と決議いただいております。

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、

監査等委員会設置会社へ移行いたします。

　つきましては、現在の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬に関

する定めを廃止し、取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。以下

「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付株式を付与するために支給する報

酬は金銭債権（以下「金銭報酬債権」という。）とし、その総額は、年額80,000

千円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分につ

いては、取締役会において決定することといたします。なお、上記報酬額には、

使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。

　現在の取締役は７名（うち社外取締役１名）でありますが、第２号議案「定款

一部変更の件」及び第３号議案「取締役（監査等委員であるものを除く。）７名

選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員であるものを

除く。）は７名（うち社外取締役１名）となり、対象取締役は６名となります。

　なお、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発

生を条件として、効力を生じるものといたします。

　また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される

金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行

または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株

式の総数は年80,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普

通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当を含む。）または株式併合が行わ

れた場合、その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式

の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整す

る。）といたします。

　なお、その１株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における

東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場

合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。また、これによる当社の普通

株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を

含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結するものと

します。
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（１）譲渡制限期間

　対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より３年間から12年間まで

の間で当社の取締役会が予め定める期間（以下「譲渡制限期間」という。）、

本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）

について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制

限」という。）。

（２）退任時の取扱い

　対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役、使用人、顧問または相談

役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任または退職した場合には、

その退任または退職につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除

き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

（３）譲渡制限の解除

　上記（１）の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、

継続して、当社の取締役、使用人、顧問または相談役その他これに準ずる地位

にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了

した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記（２）

に定める任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前

に上記（２）に定める地位を退任または退職した場合には、譲渡制限を解除す

る本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整

するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後

の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で

取得する。

（４）組織再編等における取扱い

　上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会

社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画

その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等

に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役

会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開

始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の

本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除

する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点

において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（５）その他の事項

　本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものと

する。

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 略 図

会場：大阪市中央区道修町一丁目６番７号

北浜ＭＩＤビル　17階　会議室

【交通のご案内】

地下鉄(堺筋線)

京　阪　電　鉄　　いずれも「北浜駅」下車（５番出口）から徒歩約２分

なお、駐車場の準備はいたしておりませんので、あしからずご了承くださいます

ようお願い申しあげます。


